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抄　録
背景　2000年の介護保険法の施行などの一連の改革を契機に要介護高齢者の保健医療および福祉サービスは，一元的
に提供されるようになり，看護職と介護職の分業や連携は一層重要な課題とみなされるようになった．看護職と介護
職は医療施設・介護施設において単に一緒に業務を行うのではなく，超高齢化社会が進むなか患者の生活に目を向け，
よりよい療養環境を提供しなければならない．
目的　看護職と介護職の協働についての研究の現状から，看護職と介護職が期待する役割を明らかにし，介護職と協
働するために看護職がどのように介護職を理解し，連携すればよいかについて検討する．
方法　医学中央雑誌と最新看護索引を用い，看護職・介護職・協働をキーワードに文献検索を行い， 7 文献について
レビューした．
結果　介護職が看護職に期待する役割は，生活支援におけるアセスメントであり，看護職が介護職に期待する役割は，
アセスメントに基づいたケアの実施であった．
結論　看護職は，医療処置を行う大きな役割があるが，生活を中心とした行動や言動から対象者をアセスメントし，
療養上の世話という視点で看護を通して介護をみていくことが必要である．

Ⅰ．緒　言

　高齢者の生活施設における医療職と福祉職の協
働は，1963年に施行され，老人福祉法を基本とす
る高齢者生活施設の創設にはじまる．そして1990
年以降の高齢者保健福祉推進10か年戦略，2000年
の介護保険法の施行などの一連の改革を契機に要
介護高齢者の保健医療および福祉サービスは，一
元的に提供されるようになり，両領域の分業や連
携は一層重要な課題と見なされるようになった

（吉岡，2011）．
　看護職と介護職との協働は，日常生活能力の低
下した高齢者にとって重要なことである．高齢者
の看護・介護を考えた場合，症状に対する援助よ
りもむしろ，身体的・精神的援助が必要とされる
場合が多く，慢性的な疾患を生涯抱えながら生活
を送る場合には，日常的な観察が必要となってく
る（安田ら，2004）．
　2012年の診療報酬改定においては看護補助加算
の制定にともない，さらに一般病棟への看護補助
者の配置が増員された．この制度は，高度医療を

提供する病院において，看護師業務の拡大に伴い，
看護師の指導のもと生活介助を担うことで医療処
置と生活援助業務を分業することにつながった．
　介護福祉士は介護福祉法において，専門的知識
及び技術をもつて，身体上又は精神上の障害があ
ることにより日常生活を営むのに支障がある者に
つき心身の状況に応じた介護（喀痰吸引その他の
その者が日常生活を営むのに必要な行為であっ
て，医師の指示の下に行われるもの（厚生労働省
令で定めるものに限る．以下「喀痰吸引等」とい
う．）を含む．）を行い，並びにその者及びその介
護者に対して介護に関する指導を行うこと（以下

「介護等」という．）を業とする者とし，2012年の
介護福祉法改訂に伴い，一部処置が可能となって
いる．
　両者は，医療施設・介護施設において単に一緒
に業務を行うのではなく，超高齢化社会が進むな
か患者の生活に目を向け，よりよい療養環境を提
供しなければならない．
　また，利用者の持てる力を最大限に生かし，そ
れぞれの専門性を発揮するために，看護職・介護
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職の協働は，医療現場だけでなく，高齢者を取り
巻く環境のなかで常に看護職は介護職とどう関わ
るのかが問われてくると述べている（安田ら，
2004）．
　そこで，療養病棟・介護老人施設における看護
職と介護職の協働に焦点をあて，各々の職種がお
互いをどのように認識し，どのような役割期待を
しているか，協働の困難要因・協働するために必
要な能力は何かを中心に分析し，介護職と協働す
るために看護職がどのように介護職を理解し，連
携すればよいかについて検討することとした．

Ⅱ．研究目的

　看護職と介護職の協働についての研究の現状か
ら，看護職と介護職が期待する役割を明らかにし，
介護職と協働するために看護職がどのように介護
職を理解し，連携すればよいかについて検討する．

Ⅲ．研究方法

1 ．文献検索方法
　医学中央雑誌と最新看護索引を用い，看護職・
介護職・協働・をキーワードに介護保険法施行後
の2000年から2014年までの文献を対象に検索をし
た．その結果医学中央雑誌では286件，最新看護
索引では38件が該当した．抽出した文献より看護
職・介護職の心情や行動がよく現れている質的研
究のみを抽出し， 7 文献を対象とした．

2 ．分析方法
　対象となる文献を①発表年，②研究目的，③看
護職・介護職の業務および専門性，④看護職・介
護職がそれぞれに期待する役割，⑤協働するため
に困難な要因，⑥看護職と介護職が必要とする能
力について，分類した（表 1 ）．その結果から，
今後看護職と介護職が協働するために，看護職の
あり方について検討した．

3 ．用語の定義
協働
　看護職と介護職がお互いの役割を理解し，尊重
しながら対象のケアを行うことと定義する．
介護職
　介護福祉士，ヘルパー，看護補助者など介護に

従事する人と定義する．
医療処置
　医師の指示下で行われる吸引など看護師が行う
処置を定義する．

Ⅳ．結　果

1 ．看護職・介護職の業務および専門性に
ついて

　療養型医療施設・介護老健施設・特別養護老人
ホーム・ユニットケアに従事する看護職および介
護職にインタビューから，介護職が考えるまたは
認識している看護職の業務および専門性は，「医
療処置」「健康管理」「健康上のアセスメント」「介
護職への指導」「業務調整「業務分担」であった（柴
田ら，2003；安田ら，2005；坪井ら，2005；吉岡，
2011；松田，2012）．
　また，看護職が考えるまたは認識している介護
職の業務および専門性は，「生活ケア」「生活の質」

「生活に重点を置いたケア」「看護師がいない夜間
は，医療処置や判断を行う必要がある」であった．
さらに，グループホームに従事する看護職および
介護職については，生活面に関して介護職が個々
の細かい情報を知っており，看護職が入居者の生
活の様子や行動の異変に気付いた時に，介護職か
らの情報を元に双方がより良いケアを考えるとい
うことが様々な場面で現れていた（吉原，2009）．
しかし，「薬剤管理」において入所者の薬は看護
職が担当しており，薬剤全般に関して任せてほし
いと考え下剤等の調整を行っているが，排泄ケア
は介護職と連携していない実態があり，看護職が
行っている業務分担の曖昧さを感じる実態となっ
ていると述べている（松田，2012）．
　さらに，看護職と介護職の情報伝達において，
看護職が介護職に指示をすること，指示内容を介
護し報告することを一方的な情報伝達，業務調整
場面や会議場面でみられるものを双方的な情報伝
達としている．そのなかで看護職は，条件に関わ
らず率直な意見交換ができているという認識であ
るが，介護職は，最終決定権は看護職にあるので
介護職の意見が通りにくく本音が言えないとの困
難例があったと述べている（柴田ら2003）．
　専門性に関しては，介護職の医療処置の捉え方
について「経管栄養（接続と注入）」「吸引（口腔
内のみ）」「酸素吸入」「座薬挿入」「褥瘡処置」「人
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工肛門パウチ交換」「浣腸」「摘便」「服薬」「軟膏
塗布」などであったと述べている（安田2004）．
　夜間に看護職が勤務していないので介護職が医
療処置を行うことはやむを得ないとしながらも，

「介護職が医療処置をするべきではない」「医療処
置を介護職が行う場合，判断や行為そのものの責
任は看護職にある」「入所者の異変の早期発見を
期待しているが，発見後は看護師が中心となって
対応し，その最終的な責任は看護職にあると自ら
が感じている」などと介護職が医療処置を行う責
任は看護職にあると認識している（安田，2004；
松田，2012）．
　介護職は医療処置を行うことについては，「本
来は看護職の仕事」「どこまで介護職がおこなっ
てよいか不明瞭」「一緒に行いながら，観察ポイ
ントを学ぶことができ勉強になる」「特に夜間は
やらずにはいられない状況」と語っている（安田，
2004）．
　介護施設の特徴により医療依存度が高い入所者
が多い施設では，医療処置の種類が多く夜間など
看護職がいない場合は，介護職が医療処置を行っ
ている現状が明らかとなった．入所者が多い施設
が多数あるなか，介護職に対して看護職の配置が
少ないことが，看護職が医療処置中心，介護職が
生活援助という分業につながっている．反対に，
比較的生活支援中心のグループホームでは，患者
の生活を通して看護師がアセスメントを行ってい
る．アセスメントを行うための情報は，生活援助
を行っている介護職が細部にわたる情報をもって
いるため，その情報を共有し，介護職の判断も聞
きながらアセスメントを行い，ケアに結びつけて
いることが多い．さらに，看護職は介護職からの
情報を自分でも確認し，看護職と介護職の情報が
双方向によりアセスメントを行い次の指示へとつ
なげていることもあった（松田2012）．

2 ．看護職・介護職がそれぞれに期待する
ことおよび役割について

　看護職が介護職に期待することは，「医療領域
に関心をもち情報提供して欲しい」「夜間は判断
能力が必要」「自分たちの意見を述べる」「利用者
の QOL の向上を目指したケア」「持てる力を発
揮するような援助」「残存機能に働きかえるよう
な援助」「施設での生活を家庭に近づける援助」「介
護福祉士の視点で発言してほしい」である（柴田

ら，2003；安田ら，2004）．
　また，「介護職へ医療に関する説明を行うとき
は丁寧に話す必要がある」「介護職が疑問点を相
談する相手が看護職であること」などを看護職が
認識していることが明らかになった（松田，
2012）．
　介護職が看護職に期待する役割としては，「介
護職と共にケアを行いながら後方支援をする」介
護職が看護職に期待する役割としては，「患者の
生活ケアも看護の一部であることを認識してほし
い」「意見を聞いてほしい」「生活に対する理解と
福祉に視点をもってほしい」「介護職の業務を手
伝う」「利用者を中心に意見が言える関係を望ん
でいる」「協働するパートナーとして主体的な生
活援助の実施」「看護職から教えてもらい実践力
を養う」である（坪井ら，2005；柴田ら，2003）．
　介護職にとって看護職は「意見が強い」「怖い
存在であり，遠慮がある」としながらも，看護職
の立場，特に施設に配置された看護職の人数が介
護職より少ない中で，看護職は，介護職のできな
いことを担っていると同時に介護職が担っている
業務で看護職が担えない業務が無いことに対して
理解を示していた（松田，2012）．

3 ．協働の困難要因について
　協働の困難さは，根強く残る職種間のパターナ
リズムを根底とした両職種の心身両面の負担感で
あり，看護職と介護職の間の精神的な隔たりを取
り払えないと述べている．さらに，医療処置がで
きる看護師と異なりいかなる場合でも医療処置が
できない介護職の職務範囲のなかで両職種の関係
性は同等でないと感じており，介護職の職場であ
る意識が介護職を教育する役割を担っていること
を認識できていないとし，これらのことを総合し
て，協働を困難にしている要因としていると述べ
ている（吉原ら，2009）．
　また，療養型病床では，「介護士の資格を取っ
てもケアに自信が持てずに転職し，看護助手的な
仕事を受け入れて協働を否定的に捉える介護職員
が多い」現状から，資格が異なる職種間でそれぞ
れの思いがあるが，特に医療処置のあるなしにお
いて職種間の壁があることが理解でき，看護師が
医師にジレンマを抱くように，介護職も看護職に
ジレンマを抱いているのでとしている（吉岡，
2011）．
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4 ．協働の困難を克服するために看護職・介
護職に必要な能力について

　看護職の必要な能力は，①介護職が中心的な役
割を担いケアができるように個人の実践レベルに
応じた指導をすること，②介護職が主体的にケア
に取り組む必要があること，③看護職は利用者の
話がよく聞けること，④人間関係が円滑に保つこ
とのできるコミュニケーション能力とカウンセリ
ング能力を身に着ける必要があるとしている（柴
田ら，2011；吉原ら，2011）．
　また，介護職に必要な能力は，①利用者の身近
な問題に対する勉強会を開き知識や技術を身に着
けること，②自立した介護を担うためのスキルを
習得することであり，介護職にとって看護職は，
単に職業的なパートナーだけでなく，学びの対象
としても認識されていた（柴田ら，2005；吉原ら，
2005）．

Ⅳ．考　察

　今回，質的研究文献から看護職と介護職の協働
について概観した．介護施設の中で看護職の主な
業務は，「医療処置」介護職の主な業務は「生活
援助」と位置づけられ，業務分担，役割分担がな
されていることが明らかとなった．また，医療処
置やアセスメントは看護職が行い，介護職は看護
職から指示された業務を行い，その報告をすると
いう業務の構図が根付いており，介護職が生活援
助を主体的に考えることは少なかった（柴田ら，
2003）．
　一方で，療養上の世話を行っていた看護職は，
業務を分担することにより療養生活に目を向け，
看護援助を考えられていない現状が，介護職が看
護職に期待する事柄から明らかとなった．介護保
険法は，診療の補助を優先するように看護職に位
置づけ，保助看法で定められている療養上の世話
の比重を下げ，この部分を介護職が担うことで業
務軽減を図ろうとした結果，介護職から看護職へ

「生活の援助も看護の一部であることを認識して
ほしい」という結果に至った．
　看護職は，医療処置に至る過程の中で生活に目
を向けている介護職の気づきから結びつくものが
あるということを認識し，生活援助は介護職に任
せても，生活に関心を持つことがよりよいケアに
むすびつくのではないかと考える．

　介護福祉士やヘルパーなど異なる資格を持つ介
護職と看護職が看護を展開するなかで，入所者の
状態を観察，必要な医療処置をアセスメントし実
施する看護職の役割は大変大きい．また，入所者
および職員個人の情報と業務全体を通して，役割
分担等マネージメントできることも看護職の大き
な役割である．このように看護職にしかできない
役割を担いながらも，療養上の世話という視点で
介護をみることも常に必要である．
　さらに介護職は，常に看護職が学びの対象であ
り，看護職から利用者や入所者の行動や発言をど
う捉えて援助に結び付けるか，問題意識を持って
生活援助を行いたいと考えていることも，看護職
の専門性の現われといえる．
　一方で，介護職は看護処置ができないことから，
生活援助中心の関わりとなる．毎日個々の入所者
に関わる中で，身体面・心理面・社会面の多くの
情報を入手し，生活に根付いたケアが提供できる
ことは介護職の大きなこの役割となる．このよう
な特徴から，「医療処置」「生活援助」という分業
にはなっているが，看護職は「診療の補助」「療
養上の世話」の役割から医療処置は勿論のこと生
活援助についてアセスメントすることが必要であ
る．
　この分業を協働につなげるためには，生活援助
を通して必要な医療処置がその時々で組み込まれ
ているということを看護職が認識しなければなら
ない．介護職は医療処置を行えないが，患者に関
する情報を多数把握しており，どのように医療処
置を行うことが入所者にとって最善なのか，看護
職が介護職に意見を求め，お互いの業務の専門性
を認め合うことが必要である．看護職の指示のも
とで業務を行っている介護職にとって，看護職に
日常の入所者に対する思いや援助を認められるこ
とは，自分の存在意義を認めることにつながり，
入所者のために看護職と共に援助しようという協
働へとつながると考える．

Ⅴ．結　語

　看護職と介護職の協働についての研究では，以
下のような結論に達した．
1 ．看護職の主な業務は，「医療処置」「アセスメ

ント」が中心となり，介護職の主な業務は「生
活援助」と位置づけられていた．
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2 ．療養上の世話が保助看法で謳われている看護
職は，業務を分担することにより，療養生活に
目を向け看護援助を考えられていないと介護職
は認識している．
　看護職は，医療処置を行う大きな役割がある
が，生活を中心とした行動や言動から対象者を
アセスメントし，療養上の世話という視点で看
護を通して介護をみていくことが必要である．

Ⅵ．今後の課題

　本研究では，看護師の業務や専門性について「医
療処置」が多く取り上げられていた．今後は，介
護福祉法改定後，介護福祉士に一部処置が認めら
れた現場において協働形態に変化があったのか，
についても明らかにしていく必要がある．また，
量的・質的研究両面からも協働について分析して
いく必要があると考える．
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